
 

参考資料

２ 

第１０回病床機能情報の報告・提供 
の具体的なあり方に関する検討会 
平 成 ２ ６ 年 ２ 月 ２ ６ 日 

病床機能報告制度における厚生労働大臣による報告データの収集 

に関する条文 

 

 ※ 現在、国会に提出している「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため

の関係法律の整備等に関する法律案」による改正後の医療法の条文 

 
 
第三十条の三の二 厚生労働大臣は、前条第二項第五号又は第六号に掲げる

事項を定めるために必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十

条の十三第一項に規定する病床機能報告対象病院等の開設者若しくは管

理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定による報告

の内容その他の必要な情報の提供を求めることができる。 

 
 
第三十条の三 厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保

の促進に関する法律（平成元年法律第六十四号）第三条第一項に規定する

総合確保方針に即して、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制（以

下「医療提供体制」という。）の確保を図るための基本的な方針（以下「基

本方針」という。）を定めるものとする。 
２ 基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一～三 （略） 
四 医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携並びに医療を受

ける者に対する医療提供施設の機能に関する情報の提供の推進に関

する基本的な事項 
五 第三十条の四第二項第七号に規定する地域医療構想に関する基本

的な事項 
六 地域における病床の機能（病院又は診療所の病床において提供する

患者の病状に応じた医療の内容をいう。以下同じ。）の分化及び連携

並びに医療を受ける者に対する病床の機能に関する情報の提供の推

進に関する基本的な事項 
七 医療従事者の確保に関する基本的な事項 
八  第三十条の四第一項に規定する医療計画の作成及び医療計画に基

づく事業の実施状況の評価に関する基本的な事項 
九 （略） 

３ （略） 
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第三十条の十三 病院又は診療所であつて一般病床又は療養病床を有する

もの（以下「病床機能報告対象病院等」という。）の管理者は、地域にお

ける病床の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、当該病床機能報告対象病院等の病床の機能に応じ厚生労働省令

で定める区分（以下「病床の機能区分」という。）に従い、次に掲げる事

項を当該病床機能報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなけ

ればならない。 

一 厚生労働省令で定める日（次号において「基準日」という。）におけ

る病床の機能（以下「基準日病床機能」という。） 

二 基準日から厚生労働省令で定める期間が経過した日における病床の

機能の予定（以下「基準日後病床機能」という。） 

三 当該病床機能報告対象病院等に入院する患者に提供する医療の内容 

四 その他厚生労働省令で定める事項 

２～６ （略） 
 


